
「障害児」教育を考える懇談会  

 

 「障害」のある本人や保護者の、「地域の学校へ入学したい・させたい」と

いう願いや、通っているなかでの不安や悩み、また、進路や在宅などにかかわ

るどのような問題についても相談させていただきます。昨年から「障害児」教

育に関わる課題を交流しあえる場にもしていきたいという思いで、標記のよう

に懇談会としてもち方も変更しました。 

 「障害児」教育に関わって、2007 年度から、「障害」の程度に応じて適切な

教育支援を行う『特別支援教育』へ「転換」されました。「特別支援」の名の

もとで、新たな「分離教育」にならないように見ていかなければなりません。 

 

 共 に 考 え て い き ま し ょ う !!  

 

 『特別支援教育』では、「個別の教育的ニーズに応じた適切な指導や

必要な支援」という言葉がよく出てきます。この言葉が使われますと、

何となく「一人ひとりの子どものために、その子どもが必要なことを一

生懸命にやるからいいことだ」と思ってしまいがちですが、子どもは一

人だけで生きているわけではありません。子どもは子どもとのつながり

の中で生きているという考えでいきたいと思います。共に生き共に育つ

共生教育は、その第一歩です。 

 毎年１１月になると、市町村教育委員会による来年度小学校入学予定

の子どもについての就学時健康診断が行われます。子どもの発達段階が

どうであれ、本人や親が校区の普通学校に就学を求めるのは当然の権利

です。しかし、就学時健康診断は、この権利を制限するための口実とな

っています。画一的なテスト・検査で「障害児」や「平均でない子」を

選び出し、子どもや親に苦痛と不安を与え続けています。本人と親にと

って、これを受けなければならない義務は何らありません。すでに県内

で「義務ではない」ことを広報に明記している自治体もあります。 

 

 不安、悩みや願いに対し、多くの実践例を提示し

ながら、「障害」がある子どもさんと保護者のため

の教育相談を行います。どんな問題にも、お子さん

の思いを応援する立場でお話を聞かせていただきま

す。 

お子様連れで気軽にお越しください。 



 ○と   き 

      ２０１１年１２月３日（土）  午後１時～５時 

            なお、同時間帯に℡による相談も行っています。 

 

 

 

 ○と こ ろ 

      奈良県解放センター１階 会議室１ 

      奈良市大安寺１丁目２３－１（駐車場あります） 

 

 

 ○電話番号 

      奈良県人権教育研究会事務局   ０７４２－６２－５５５５ 

※当日以外も相談させていただきます。いつでもご連絡ください。 

      メイクるタウン・大柳生作業所 

                 ＴＥＬ  ０７４２－９３－００５１ 

                                 ＦＡＸ   ０７４２－９３－０６８５ 

                                 Ｅメール  ooyagyuu@kcn.jp 

 

 ○担当者 

  堀 智晴 （大阪市立大学教授） 

   梅谷明子   「障害児を普通学校へ全国連絡会」会員 

           メイクるタウン・大柳生作業所   

    吉田智弥 （奈良県「障害者(児)」解放研究会副代表） 

    胎中廉啓 （スペシャルオリンピックス日本・奈良事務局長） 

      その他に現在県内の小・中学校で共生教育を実践している教職員 

 

 

 （主催団体） 

    奈良県「障害者（児）」解放研究会 

    メイクるタウン・大柳生作業所 

    奈良県人権教育研究会 「障害児」教育部会 


